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長期学外研究員選考部会規程 
 

 （設 置） 

第１条 予算委員会に、学長特別教員研究費のうち、長期学外研究員（愛知県立大学

学外研究員規程第２条で定める学外研究員のうち、学外研究期間が長期にわたる

者）の選考に関することを審議するため、長期学外研究員選考部会（以下「部会」

という。）を置く。 

（組 織） 

第２条 部会は、予算委員会委員８名で組織する。 

２ 前項で定める者のほか、部会が必要と認める場合は、委員以外の者を部会に出

席させ、その意見を述べさせることができる。 

  ただし、議決に加えることはできない。 

 （任 期） 

第３条 委員の任期は、原則として１年とする。 

２ 委員に欠員が生じたときは、その都度補充するものとし、補充による委員の任

期は前任者の残任期間とする。 

 （部会長） 

第４条 部会に部会長を置く。 

２ 部会長は、原則、委員の互選とする。 

 （開 催） 

第５条 部会長は、学長から意見を求められたときは、部会を召集しなければなら

ない。 

２ 部会長は、部会を召集したときは、その議長となり、部会の業務を掌理する。 

３ 部会は、委員の３分の２以上の出席がなければ議事を開き、議決することがで

きない。 

４ 部会長に事故があるときは、部会長があらかじめ指名した委員が議長となる。 

 （選 考） 

第６条 部会は、選考をするにあたっては、特定の学部に偏らないよう留意するも

のとする。 

２ 委員の申請について審査する場合、当該委員は出席できない。 

３ 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。 

４ 部会長は、選考結果を予算委員会に報告する。 

 （学長の責務） 

第７条 学長は、予算委員会の意見と異なった決定をする場合は、その経過報告を

予算委員会にしなければならない。 

   附 則 

  この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

 附 則 

この規程は、平成２３年６月２８日から施行し、平成２３年４月１日から適用

する。 


